
                         議案第２５号   

 

日立市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて  

 

 日立市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

るものとする。  

 

      令和  ５  年  ３  月  １  日提出  

 

                日立市長   小  川  春  樹  

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 （提案説明）  

 健康保険法施行令等の改正に伴い、出産育児一時金の額を改める等の

ため、本条例を制定するものであります。  
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日立市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

日立市国民健康保険条例（昭和３４年条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第５条の２第１項中「４０万８千円」を「４８万８千円」に改める。  

第１７条の１２中「２０万円」を「２２万円」に改める。  

 第２１条第１項第３号中「５２万円」を「５３万５千円」に改め、同

条第３項中「２０万円」を「２２万円」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２  この条例による改正後の日立市国民健康保険条例（以下「改正後の

条例」という。）第５条の２第１項の規定は、出産の日が令和５年４

月１日以後である国民健康保険の被保険者及び被保険者であった者

について適用し、出産の日が同日前である被保険者及び被保険者であ

った者については、なお従前の例による。  

３  改正後の条例第１７条の１２並びに第２１条第１項第３号及び同条

第３項の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料について適用し、

令和４年度分までの保険料については、なお従前の例による。  
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参  考  

 

   改  正  要  旨  

 

１  出産育児一時金の額の引上げ  

  出産育児一時金の額を次のとおりとすることとした。  

区分  改正前  改正後  

出産育児一時金  ４０万８千円  ４８万８千円  

加算額   １万２千円   １万２千円  

合計額  ４２万円  ５０万円  

   ※  加算額  

 被保険者が産科医療補償制度に加入している病院等で分娩した際に支給

する額  

 

２  保険料の賦課限度額の引上げ  

 後期高齢者支援金等賦課限度額を２０万円から２２万円に引き上げることと

した。  

 

３  保険料の軽減措置の拡充  

  ２割軽減の対象となる世帯の判定に係る総所得金額等の算定において被保険

者等の数に乗ずべき金額を５２万円から５３．５万円に引き上げることとした。  

軽減措置  
世帯の前年の総所得金額等  

改正前  改正後  

２割  

４ ３万 円 ＋１ ０万円 ×（給 与

所得者等の数－１）＋ ５２万

円 ×（世 帯の 被保険者 数＋ 特

定同一世帯所属者数）以下  

４ ３万 円＋１ ０万円 ×（給 与

所得者等の数－１）＋５３．５

万 円×（ 世帯 の被保険 者数 ＋

特定同一世帯所属者数）以下  
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